
第４条関係 

仕様書 

 

１ 広告規格 

⑴ 解像度：１９２０×１０８０（フルＨＤ・横型） 

⑵ 画面比率：１６：９ 

⑶ ファイル形式：ＭＰ4（動画）、ＰＮＧまたはＪＰＥＧ（静止画） 

⑷ 表示形式：動画、静止画もしくはスライドショー 

⑸ サイズ：最大２０ＧＢ 

⑹ 表示時間：１５秒 

 

２ 募集枠 

  １２枠 

 

３ 掲載期間 

 ⑴ 広告の掲載期間は、年度内における１箇月単位とし、同一年度内

で連続して複数月の掲載ができるものとする。 

 ⑵ 広告の掲載開始日は、掲載希望期間の初月の初日とし、掲載終了

日は掲載希望期間の末月の末日とする。 

 ⑶ 掲載開始日または掲載終了日が土曜日、日曜日、祝日または１２

月２８日から１月４日までにあたる場合は、その日以後に最初に到

来する北名古屋市役所の開庁日を掲載開始日または掲載終了日とす

る。 

 ⑷ 次年度も継続して掲載を希望する場合は、当該年度の２月末まで

に継続申込に関する書類を提出するものとする。 

 

４ 広告掲載料 

  １枠１５,０００円（１箇月） 

  ※掲載料は市が指定する期日までに納付するものとする。 

 

５ 広告提出期限 

  掲載開始日の１０日前 

  ※電子媒体または電子メールにより提出するものとする。 

 

６ 機器設置情報等 

  放映モニターは、次の各施設に設置してあるデジタルサイネージ用

モニター（計４台）において、同一の内容を放映する。   



 ⑴ 健康ドーム 

住所 北名古屋市九之坪笹塚１番地 

設置場所 １階エントランスホール 

機器 壁掛け式６５インチモニター１台 

稼働時間 午前８時３０分から午後９時まで 

休館日 

毎月第３月曜日（祝日にあたる場合は、その後の祝日でな

い日） 

１２月２８日から１月４日まで 

現場写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 令和７年度年間施設利用数 約１２万４千人 

１階 



 ⑵ 名古屋芸術大学アートスクエア（文化勤労会館） 

住所 北名古屋市法成寺蔵化６０番地 

設置場所 １階エントランスホール 

機器 スタンド据え置き式５５インチモニター１台 

稼働時間 午前８時３０分から午後９時まで 

休館日 
毎週月曜日（祝日は除く） 

１２月２８日から１月４日まで 

現場写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 令和７年度年間施設利用数 約８万５千人 

 

１階 



 ⑶ 北名古屋市総合体育館 

住所 北名古屋市能田引免地４０番地 

設置場所 １階ロビー 

機器 スタンド据え置き式５５インチモニター１台 

稼働時間 午前９時から午後９時まで 

休館日 

毎月第３月曜日（祝日にあたる場合は、その後の祝日でな

い日） 

１２月２８日から１月４日まで 

現場写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 令和７年度年間施設利用数 約１５万人 

１階 

正面玄関 



 ⑷ 北名古屋市図書館 

住所 北名古屋市熊之庄御榊５３番地 

設置場所 １階受付カウンター 

機器 壁掛け式５５インチモニター１台 

稼働時間 
火曜日から金曜日まで 午前９時から午後７時まで 

土日祝        午前９時から午後５時まで 

休館日 

毎週月曜日（祝日の場合は、その直後の平日） 

館内整理日 月末日、ただし土・日・月曜日の場合はその

直後の平日または休館日でない日 

１２月２８日から１月４日まで 

特別整理期間 

現場写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 令和７年度年間施設利用数 約３７万４千人 

※ 各施設において臨時開館等が行われた場合でも、状況により稼働す

る場合がある。 

１階 



 

７ 広告放映内容 

 ⑴ １枠１５秒程度を基本とし、民間広告及び市政情報を放映する。 

 ⑵ スライドショーの場合は、各スライドの表示時間を設定し、合計

で１５秒になるようにする。 

 ⑶ １サイクルは最大５分程度（２０枠×１５秒）とし、このうち２

分程度（８枠×１５秒）を市政情報とする。 

 ⑷ 地震、風水害その他の災害が発生した場合は、次のとおり緊急放

映に切り替える。 

  ア 全国瞬時警報システム（J アラート）等による自動緊急放映 

  イ 北名古屋市災害対策本部による避難指示等の緊急放映 

 ⑸ 施設により、広告画面を縮小し、画面下部、画面右部または両方

にテロップを表示する場合がある。 

  （例：図書館における返却日の周知） 

 ⑹ 広告の放映順番は市が設定するものとし、広告主による指定はで

きない。 

 

８ その他 

 ⑴ 民間広告枠、機器設置場所等については、運用状況により変更す

る場合がある。 

 ⑵ 掲載決定後、市ホームページ（防災・防災用デジタルサイネージ

のページ）に広告主名を掲載し、広告主ホームページへのリンクを

掲載する。 

 ⑶ 提出するファイル名は次のとおりとする。 

   （事業者名）タイトル（年月日） 

  例：（北名古屋市）危機管理課の紹介（20260401） 


